
認定日：平成29年2月28日

申請者 地域：新潟県村上市

北限の茶処「村上茶」の荒茶製造事業

◆ 荒茶の品質向上と荒茶加工の合理化を目的として、茶葉生産か
ら販売までを手がける茶店舗３社と茶葉を生産する農業法人１社
で平成２７年１０月に「村上製茶株式会社」設立。

村上製茶株式会社

◆ 「村上茶」は、各茶店舗が茶葉生産から製茶販売までを一貫して
行うことで、各茶店舗が特徴のある「村上茶」を消費者に提供して
いることを踏まえ、各茶店舗が生産した茶葉毎に、荒茶加工して当
該茶店舗等に販売する。
◆ 荒茶加工能力の高い機械を導入し、加工までの時間を短縮す
ることにより、適期摘み取り時間の確保と荒茶の品質向上を図る。

加工

【総合化事業の目標】

【総合化事業の具体的な内容】

◆ ４出資者それぞれが栽培し荒茶加工していた茶葉を、新法人で一
括荒茶加工をすることにより、コスト低減と労働時間の短縮を図る。
◆ この取組により、「村上産茶葉」を増産するとともに、「北限の茶
処」としての観光資源の充実を図ることを通じて、所得の向上と地
域活性化の一助となることを目的とする。


